
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和４年９月２２日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和4年9月22日（木）午前9時00分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

総務課 髙山課長、奥村副主幹 

３ 件名 

職員の定年引上げの実施に伴う市の対応について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

■ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

1. 定年関係（案のとおり決定する） 

 

2．管理監督職勤務上限年齢制について（案のとおり決定する） 

・本人の希望により降任先を5級より下位の級にすることはできるのか。 

→できない。 

・6級職は必ず係長を務めるのか。 

→今の係長制度では6級職は必ず係長事務取扱となる。 

・係長をしてきた人は役職定年とならないのか。 

→管理監督職以外はならない。 

・降任先については、原則スタッフ的配置の主査職とするとしているが、係長を務める

こともあるのか。曖昧さが残るのは好ましくない。 

→係長ポストに空きがある等、務めてもらわざるを得ない場合がある。 

 

3. 高齢者部分休業制度について（一部修正の上、決定する） 

・県の状況は確認しているのか。 

→県の現行条例では「定年から5歳減じた年齢」としており、定年引き上げにより最終

的には本市改正案と同様の60歳となる。県は現在、定年引上げ関係の条例を整備中の

ため、現時点で高齢者部分休業条例についての改正等の状況は確認していない。 

・これから改正案が出てくる可能性もある。確認をしたほうが良い。 

・県の条例に準じた改正はできないか。経過措置を設けるなど、今利用しようとしてい

る人が困らないようにしたほうが良い。 

→県に準じた条例改正となるよう、一部修正のうえ決定する。 

 

 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や関
係課等との調整
結果（主な意
見・懸案事項）

■ □ □ □ （

参考情報

関係法令等 地方公務員法、国家公務員法

関係課 全課

事業費 千円 （うち特定財源 千円）

カテゴリー 年代 成人 場所 市内全域

市民参加 無

付議書公表 公開 非公開 部分非 時限非 まで）

目的 その他 手段 その他

議会説明 有 議員への説明（10月末） 広報・ＨＰ等 無

条例等に規定すべき内容についての本市の方針

今後の
スケジュール

10月末　議会への説明
10月末　例規審査
11月22日～　関係条例案を12月議会へ上程
12月以降　該当職員への情報提供及び勤務意思の確認
R5.4月～　条例施行

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

条例規則 有 条例改正（12月） 報道発表 無

職員の定年引上げの実施に伴う市の対応について

　少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、複雑高度化する行政課題への的
確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の
世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要なことから、国家公務員に
ついて、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢
期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢に
よる降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。

　地方公務員においても、令和3年6月の地方公務員法の改正（以下「改正法」という。）
により、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めることとされており、「管
理監督職勤務上限年齢制」や「定年前再任用短時間勤務制」の導入など、令和5年度
からの施行に向け、条例改正等の必要な整備を行う必要がある。

付議事案

職員の定年引上げの実施に向け、条例等に規定すべき内容を確定するため

〇市が検討すべき事項

１　定年関係
　(1)定年年齢について
　(2)特例定年について
2　管理監督職勤務上限年齢（役職定年）制について
　(1)管理監督職勤務上限年齢の対象となる管理監督職の範囲
　(2)管理監督職勤務上限年齢
　(3)他の職への降任等について
3  高齢者部分休業制度について

部課名 総務部　総務課

令和 4 9 22

付議書（行政経営戦略会議）
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職員の定年引上げの実施に伴う市の対応について 

 

1 背景 

  少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、複雑高度化する行政課題への的

確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次

の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要なことから、国家公

務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の

維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務

上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられた。 

令和 3 年 6 月の地方公務員法の改正（以下「改正法」という。）により、国家公務

員の定年を基準としてその定年を条例で定めることとされており、「管理監督職勤

務上限年齢制（役職定年）」や「定年前再任用短時間勤務制」の導入など、令和 5 年

度からの施行に向け、条例改正等の整備を行う必要がある。 

 

2 条例等に規定すべき事項（案） 

定年引上げの実施に向け、条例等に規定すべき内容を確定するため、制度に関す

る市が検討すべき事項については次のとおりの対応とする。 

 

項目 概要 

１. 定年関係 

 

【改正法第 28 条の 6】 

 

(1)定年年齢について 
改正法第 28 条の 6② 

定年は、国の職員につき定められている定

年を基準として条例で定めるものとする。

 

⇒本市の職員の定年は 65 歳とする。 

 ただし、経過措置として令和 5 年度から 2 年度ごとに定

年年齢を 1 歳ずつ段階的に引き上げる。 

 

 

(2)特例定年について 

 

改正法第 28 条の 6③ 

職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難

であることにより国の職員につき定められている定年

を基準として定めることが実情に即さないと認められ

資料 1 
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るときは、当該職員の定年については、条例で別の定

めをすることができる。 

 

⇒本市においては現行条例においても定めがなく、該当

する職が想定されないため、特例定年は規定しない。 

 

※特例定年の例：医療施設において医療業務に従事する

医師の定年を 70 歳とする。 

２．管理監督職勤務上限

年齢制について 

(いわゆる「役職定年

制」） 

 

【改正法第 28 条の 2】 

 

 

(1) 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる 

管理監督職の範囲 

改正法第 28 条の 2① 

管理監督職（地方自治法第 204 条第２項に規定する

管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる

職であって条例で定める職をいう。） 

 

⇒ 一 管理職手当の支給対象となっている職とする。 

 二 人事評価を行っている 6 級の職（保育園長、こど

も発達センター長、図書館長、学校給食センター所

長等）とする。 

 

 

（2）管理監督職勤務上限年齢 

改正法第 28 条の 2②、③ 

管理監督職勤務上限年齢は条例で定める。 

国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失

しないよう適当な考慮が払われなければならな

い。 

 

⇒本市の管理監督職勤務上限年齢は、国家公務員と同じ

60 歳とし、管理監督職の職員は、60 歳に到達した日以降

の最初の 4 月 1 日から非管理監督職に降任するものと

する。 

また、管理監督職勤務上限年齢を 60 歳とすることが著

しく不適当な管理監督職については上限年齢を 61 歳か

ら 64 歳とすることが可能であるが、本市においては該当

する職が想定されないため、規定しない。 
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(3) 他の職への降任等について 

 

任命権者が遵守すべき基準、他の職への降任等に関し必

要な事項は、準則どおり条例に規定するが、降任先につ

いては次のとおりとする。 

 

⇒役職定年における管理監督職の降任先の職制上の段階

は、5 級とする。 

 降任等は組織の新陳代謝の確保を通じた公務の効率的

な運営を図るために必要な限度で行われることが想定さ

れている。 

 そのため、降任後の職は人事運営上の事情等を考慮し

たうえでできる限り上位の職制上の段階に属する職とす

る必要があるが、最上位の職制上の段階の職に空きがな

い場合などには、それ以外の職に降任等を行うことも差

し支えないとされている。 

 本市においては非管理監督職の最上位の職位について

は 6 級であるが、若手、中堅職員の昇任ペースへの波及

をできるだけ抑えることなどに配慮し、降任先を 5 級と

する。 
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3.高齢者部分休業制度に

ついて 

 

（高齢者部分休業） 

改正法第 26 条の３   ※既存規定 

任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に

達した職員が申請した場合において、公務の運営

に支障がないと認めるときは、条例で定めるとこ

ろにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達

した日以後の日で当該申請において示した日から

当該職員に係る定年退職日（略）までの期間中、

１週間の勤務時間の一部について勤務しないこと

（略）を承認することができる 

 

⇒本市の職員の高年齢として条例で定める年齢は、

現行の 55 歳から 60 歳とする。 

  

当該規定は、現行条例において既に 55 歳と規定し

ているところだが、定年引上げに伴い、60 歳に改正

するもの。 

現行条例については、平成 17 年度から施行されて

おり、当初「定年退職日から 5 年を超えない範囲内に

おいて条例で定める期間を 5 年」としていた。 

その後、地方公務員法の一部が改正され、「5 年を

超えない範囲内」という上限の廃止により、平成 26

年度から「高齢者として条例で定める年齢」を 55 歳

としている。 

 






























